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“Respect for autonomy” 
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Abstract: This study aims to clarify the relationship between paternalism and the ethics of care, 
which have been viewed as opposites. In particular, the ethics of care criticizes paternalism. 
However, both the ethics of care and paternalism have “for you” as their starting point, so it 
is diffi  cult to conclude that they are in opposition to each other. In this paper, we attempted 
to shed light on the relationship between the ethics of care and paternalism. To do so, we 
took the following three steps. First, we studied ideological developments surrounding the 
defi nition of paternalism. Second, we introduced the justifi cation theory of paternalism. There 
are various reasons for paternalism, and “respect for autonomy” has been proposed as the most 
plausible justification. However, the understanding of “respect for autonomy” differs among 
commentators. Third, we present “respect for autonomy” according to the ethics of care, where 
“respect for autonomy” differs from the liberal understanding of autonomy. Through these 
measures, we reconsidered the link between the ethics of care and paternalism, with “respect 
for autonomy” as a clue (178).
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１．問題設定
 
　本稿の目的は，ケア倫理学におけるパターナリズム
批判の争点を明らかにすることを通して，対象が子ど
もの場合，パターナリズムとケアの倫理が相互に補完
し得る可能性をもつことを示すことである（1）。
　ケア倫理学はパターナリズムを避けるべきものとし
て捉えることが多く，ケアの倫理とパターナリズムは
対立するものとしてみなされてきた（2）。パターナリ

ズムによる介入は，相手のためにという理由によって
強制的に，相手の意思や感情を無視して行われること
がある。そして，被介入者を自分の利益を判断できな
い愚かな存在とみなし遂行されることも多い（井上，
2006，p.690）。そのため，相手と生じる関係に注目し，
共感に基づいた関係性を維持しようとするケアの倫理
は，そのような特徴をもつパターナリスティックな介
入を避けるべきとみなす。
　しかし，相手が当該介入を拒否している場合でも，
その対象が子どもの場合，子どもの利益や危害からの
保護に鑑みると，介入しないことが問題となる事例が
あるだろう。また，たとえある行為がパターナリス
ティックな介入であったとしても，相手の安全や利益
を考え介入や干渉が行われる事例もある。
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　そのため，たとえケアと呼ばれる行為がパターナリ
スティックな特徴を持っていたとしても，ケアする者
はその行為を行うこともある（3）。パターナリスティッ
クな特徴を持つ介入がケアの倫理から生じるという事
実を踏まえると，ケア倫理学においてパターナリズム
を避けるべきものとみなしケアの倫理とパターナリズ
ムを単純な二項対立として描くことには検討の余地が
あると思われる。
　ケアの倫理もパターナリズムも「あなたのために」
という理由を念頭におくものの，ケアの倫理はパター
ナリズムを次のように批判する。パターナリズムはそ
の語源に父性を意味する「pater」を含んでおり，「家
父長主義」と翻訳されてきた。そのため，女性の解放
と共に展開されてきたケア倫理学にとっては批判の対
象であり，その克服が目指されることが多い。
　しかし，ケアの倫理とパターナリズムは必ずしも対
立関係として描かれるばかりではない。安井（2021）
のように，ケアの倫理に基づこうとした介入の場面に
おいてパターナリスティックとみなされる介入は不可
避であり，ケアの倫理の理論枠組みにおいて説明され
る弱いパターナリズム（soft paternalism）（4）を認め
ようとする議論もある。また，対立する関係とみなす
立場であってもパターナリズムの何を問題視している
のかは論者によって異なる。例えば上野のように家父
長制を助長する側面を問題にしている論者もいれば，
岡田（2016）のようにケアの倫理とパターナリズムの
対立構造を「現在の生活の充足」か「将来の生活の充
足」か，で捉えている論者もいる。
　このように，ケアを標榜する様々な研究においてパ
ターナリズムは議論の対象となっているもののこれら
の議論は次の点で問題があると言えよう。すなわち，
パターナリズムの何を問題としているのかが不明確で
あり，その言葉自体が持つ否定的な側面に焦点を当て
批判をしていると思われる点である。パターナリズム
はその正当性を巡り議論が蓄積されているものの，ケ
アの倫理の立場からパターナリズム研究の蓄積に言及
されることは少ない。ケアを標榜する議論は「パター
ナリズム」というだけでその問題点を自明なものとし
批判の対象とする傾向があり，パターナリズム研究で
蓄積されてきた自律への態度や前提とされてきた人間
観の変遷が見落とされ議論が展開されてしまう。
　そこで本稿は，パターナリズムを批判する際に，ケ
ア倫理学が何を争点としているのかを，ケア倫理学の
観点からパターナリズムの問題に言及している M. ス
ロートに注目し，明らかにしたい。スロートはある個
人に害を与える行為を防ぐために介入すべきかどうか
の問題をケアの倫理に立脚しながら展開する中で，パ

ターナリスティックな介入状況を一概に批判できない
との立場をとる。この問題に対しスロートは，関係的
な自律観を手がかりに自由主義とケアの倫理，そして
パターナリズムがそれぞれどのような関係にあるのか
を整理し，お互いをどのように評価できるかを検討し
ている。本稿ではこれまでのパターナリズム研究を踏
まえたうえで，争点となっている「自律の尊重」をス
ロートのケア倫理学から再考したい。スロートのケア
倫理学を手掛かりにする意義は二つある。
　第一に，子どもに対するパターナリズムの正当性を
巡る議論への展開可能性を見出せる点である。子ども
に対するパターナリズムもまた，大人へのパターナリ
ズムの正当化を巡る議論と同様にその争点は「自律の
尊重」である。しかしながら，何が自律の尊重にあた
るかの判断に際して，その根拠は子どもの将来の利益
の確保に焦点が当てられており，目の前の子どもの欲
求や訴えに対する承認が検討の対象となっていない。
その一方，目の前の相手との関係性を重視するケア倫
理学は，その点を考慮した自律観を提唱している。そ
のため，今までの先行研究では充分に検討されてこな
かった観点から子どもに対するパターナリズムの正当
性を議論できるだろう。
　第二に，スロートが自由主義への批判の中でパター
ナリズムについて言及している点が挙げられる。パ
ターナリズムは，相手の自由を制限するという点で自
由主義からも批判されてきた。しかしながら，スロー
トは自由主義が挙げる争点とは異なる，ケア倫理学に
特有なパターナリズム批判の争点を挙げる。スロート
のパターナリズム批判を通して，ケアの倫理が自由主
義の論者から向けられてきた，被介入者の自由への侵
害，という批判にも応答することができるだろう。自
由主義に基づいた正義論では，相手の自由を侵害す
るという点でパターナリズムを批判の対象としてき
た。さらに，正義論の立場からすれば，ニーズの推測
に基づきたとえ成人であってもニーズの推測に基づい
て介入を行うケアの倫理もまた，自律を侵害するパ
ターナリズムとなり非難の対象となりかねない（品
川，2007，p.202）。正義論及びケア倫理学から批判さ
れるパターナリズムであるが，パターナリズムを正義
論への批判かつケア倫理学に近いものと捉える立場も
ある。中村は，パターナリズムを正義論が前提とした
自律的・合理的な選択・決定への疑義として捉え，パ
ターナリズムとケアの倫理は近代的思考が埒外に置い
た個別具体的な個人にまなざしを向けるという点で重
なる部分があると主張する（中村，2007，p.294）。
　本稿では，このようなケアの倫理・正義・パターナ
リズムを巡る議論のねじれを整理し，ケア倫理学にお
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いて自明な問題として捉えられてきたパターナリズム
をめぐる論点を明瞭なものとし，パターナリズムとケ
アの倫理の相互補完の可能性を示す。

２．パターナリズムの定義を巡る思想
的展開

　まず，パターナリズムという言葉がどのような意味
で理解されてきたのかを整理することで，その言葉が
示す範囲や領域を整理しよう。相手が望んでいなくと
も「あなたのために」という理由を介入の根拠とする
パターナリズムは，社会政策から私たちの日常生活に
おけるまで，様々な場面で作用している。私たちの営
為に広くかかわっているパターナリズムであるが，そ
の議論の萌芽は J. S. ミルの『自由論』から出発し，H. 
L. A. ハートや G. ドゥオーキンによって「大まかな定
義」がなされた。その定義を批判的に展開する形でJ.ク
ライニッヒが定義しなおし，現在のパターナリズム研
究ではパターナリズムが正当とみなされる場合どのよ
うな理由によってなのか，が論点の中心となっている。
　ドゥオーキンから始まったパターナリズム研究は，
教育学の中でも議題になることがあり，子どもに対す
るパターナリズムを巡る議論を太田（1995）が我が国
に紹介して以来，大江（2003）や帖佐（2012）によっ
て正当とみなされる場合の理由が検討されることにな
る。本稿でも先行研究の流れに沿いながらパターナリ
ズムの思想的展開を整理し，その論点の変遷を整理す
る。
　議論の余地なく批判の対象とされていたパターナリ
ズムが捉え直された背景の一つに，P. デブリンと H. L. 
A. ハートとの間で行われたハート・デブリン論争が
ある。この論争をきっかけに，第三者による介入の一
つの形としてパターナリズムが注目されるようになる

（畑本，2011，p.3）。この論争は，売春や同性愛行為
を法的に規制することの是非についての報告書である
ウォルフェンデン報告書（1957）の見解を巡るもので
あった。デブリンは，公共道徳（public morality）を
維持することを理由に国家が個人に介入することを認
める立場をとる。一方ハートは不道徳なものが不道徳
なゆえに罰することを認めるデブリンの主張をリーガ
ル・モラリズムであると批判し，第三者が介入できる
根拠に道徳の維持をあげるべきではないと批判する。
　そこでハートは J. S. ミルの自由論を手掛かりに，
第三者が介入を許されるのは，被介入者が自分自身に
危害を加えようとするときであるというパターナリ
ズムを認める立場をとる。ハートはパターナリズム
を「人々（個々人）を彼ら自身から護ること」（中村，

2007，p.6）とのみ説明しているものの，この論争によっ
てジェンダーの観点や自由主義の観点から批判されて
いたパターナリズムは，無制限な介入を許してしまう
ことへの牽制として，正当化の余地がある危害原理の
一つとして捉え直されたと理解されている。リーガル・
モラリズムを介入の理由として認めることは，魔女狩
りのような無制限な介入を許すことになりかねない。
そのためパターナリズムが介入の理由として注目され
るようになった。
　ハート・デブリン論争により俎上に上がったパター
ナリズムは，それ以後 G. ドゥオーキンや J. クライニッ
ヒらによってその定義を巡り論が展開される。ドゥ
オーキンは初めて本格的なパターリズムに関する研
究を著したとして多くの先行研究でも言及されてい
る。ドゥオーキンはパターナリズムを次のように定義
した。すなわち「もっぱら強制される人の福祉・幸
福・必要・利益または価値と関係する理由によって
正当化されるような，ある人の行動の自由への干渉」

（Dworkin, 1971, p.108）である。
　ドゥオーキンのこの定義は，その定義の中に強制

（coerce）を含んでいること，幸福（happiness）や利
益（interests）の促進を目的としていること，その自
由への干渉は正当（liberty of action justifi ed）であ
ることをその要件に含んでいることが特徴として挙げ
られる（石川，2007，p.7）。ドゥオーキンは，その定
義に強制と正当であることを含んでいるため，オート
バイ運転手にヘルメットを被ることを要求する法律
や，精神病患者の強制入院措置をパターナリスティッ
クな介入として考えている。これらの介入は，被介入
者の自由に対し，被介入者の利益などを目的に介入さ
れ，強制力をもち，かつ正当とみなされるためパター
ナリズムであるとドゥオーキンは判断する。しかし，
ドゥオーキンの定義では緩やかな勧告や，たばこの販
売のように介入をされる者とその介入によって保護さ
れる者が異なる介入はパターナリスティックな介入と
してみなされない。そのため，その「大まかな定義」
は様々に批判され，後述する J. クライニッヒによっ
て正当であることとパターナリズムであることは分け
られることになった。
　J. クライニッヒはパターナリズムを次のように定義
した。すなわち「X が，目的の一つとして，Y の善の
確保のために，Y に干渉する範囲では，X は Y に関
してパターナリスティックに行為している」。（Kleinig, 
1983, p.13）
　この定義の特徴は，正当であるとみなされる点をそ
の定義から外し，正当化されるか否かはパターナリズ
ムであるか否かの基準ではないとした点である。この
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正当化されるか否かという点は，クライニッヒがその
定義において行為者の動機に注目しところが大きい

（木矢，2012，p.12）。クライニッヒの定義は，今日に
おけるパターナリズムの定義としてその正当性を切り
離した論であるされ基軸となっている。クライニッヒ
の指摘以後，パターナリズムに関する議論は，パター
ナリズムが認められる場合どのような理由であるか，
という正当化の基準を巡るものへと展開されていく。

３．正当化の基準を巡る議論の争点

　次に，パターナリズムが正当なものとみなされる際
の基準について整理する。先行研究によれば，ミル，
ドゥオーキン，クライニッヒ，中村らの研究で論じら
れる正当化の基準は以下の５つに分類できる（石川，
2007）。（1）判断能力の有無，（2）自己決定の合理性，

（3）被介入者の同意，（4）被介入者の利益，（5）自律
の尊重，である。大江や中村も国内外の先行研究を同
様に分類しており，この５つの分類は妥当性があるも
のと言えよう。これらの判断基準が満たされるとき，
パターナリスティックな介入は正当なものとみなされ
てきたものの，それぞれの判断基準は問題があった。
そのため，その問題点の克服を目指す形で，現在では

（5）自律の尊重という基準が妥当なものとして検討さ
れている。
　例えば（1）を基準にした際，子どもや障碍者は判
断能力がないためそのような対象に対する介入は正当
なものとみなされる。しかし，判断能力の有無をどの
ように判別するのかという問題が残る。（2）もまた，
何が合理的であるかはそのときの社会状況や介入者の
意図によって拡大解釈される危険がある。（3）の基準
は，事前同意と将来における同意に分けられる。同意
が介入の正当化の根拠となった場合，被介入者が持つ
情報や価値観に大きく左右される。また，介入者によっ
て同意へと誘導される場合もある。（4）の基準は，何
が被介入者にとっての利益になるのかをどのように判
断するのかという点で不十分なものとみなされる。ど
のような場合であっても利益とみなすことによって，
無制限な介入を招く場合がある。
　これらの正当化基準に対して，（5）の自律の尊重は
一定の妥当性を持つと考えられている。自律の尊重を
めざすパターナリズムは，クライニッヒによるパーソ
ナル・インテグリティの尊重という観点を基盤として
いる。パーソナル・インテグリティとはその人の人間
性，好み，価値観などを統合的に考える人格の総体で
ある。この総体を尊重することによって，介入者の価
値観だけなく，その介入の基準に被介入者の価値観に

も沿う介入の可能性が開かれる。この基準は，利益や
合理性をもって介入を正当化するのではなく，本人の
人生観や意思を吟味しそれを支援することを意図して
いるため，正当化基準の中では最も有力であると考え
られている（石川，2007，p.9）。
　次に，子どもに対するパターナリズムの正当化を巡
る動向を整理する。子どもに対するパターナリズムの
正当化を巡る議論は，成人に対するパターナリズムを
巡る議論とは異なる文脈で展開されてきた。というの
も，子どもは介入の対象が子どもという理由で正当化
され，その理由は自明なものとされがちであった。そ
のため，いくつかの正当化モデルは各論者で共通され
ているものの，そのモデルが教育の文脈で引き受けら
れた際どのように展開されるかはいまだ議論されてい
る。
　今日的なパターナリズムの議論を教育の文脈で本格
的に取り上げたのは，イギリスの倫理学者 R. S. ダウ
ニーであった（帖佐，2009）。我が国では，アメリカ
の教育哲学者である F. シュラグの論文（Shrag 1977）
を紹介する形で，太田（1995）が教育の文脈でパター
ナリズムの議論を取り上げている。ダウニーやシュラ
グ，太田が整理したパターナリズムの正当化基準は主
に次の三つに分類される。第一に，本人の同意を根拠
とする同意モデル，第二に，介入の結果が介入という
侵害を超える利益をもたらす場合に認められるとする
帰結主義モデル，第三に，正当化されるパターナリス
ティックな介入は別の介入原理，とりわけ侵害原理に
よって説明できるとする疑似的モデル，の三つである。
　これらのモデルを踏まえたうえで，大江や帖佐はこ
れら三つのモデルを包括する枠組みが無ければ子ども
への介入が無制限に行われてしまうという問題点を指
摘し，これらのモデルの正当性を検討する枠組みの提
出を目指す。大江（2003）は，万能な正当化モデルは
存在しないとの立場をとる。そして，個々人の状況に
応じてこれらの正当化モデルを当てはめるための軸と
して，自律の尊重を踏まえる立場をとる。
　一方，帖佐（2012）は，正当化の「原理」レベルに
おいて「どの正当化モデルを主軸に据え，どのモデル
を補完的に定置するか」という大まかな枠組みを示す
ことは可能であるとの立場をとり，そのモデルとし
て「将来的自己への侵害」モデルを定置する（帖佐，
2012，p.90）。帖佐が枠組みとして提出した「将来的
自己への侵害」は，何を以て将来的自己への侵害とな
るかの判断に，「将来獲得するであろう自律」や「パー
ソナル・インテグリティ」といったものの最低限の保
障を挙げることによって，各々のモデルが直面する有
効範囲という問題（5）を乗り越えようとした。
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　大人に対するパターナリズムの正当化においても，
子どもに対するパターナリズムの正当化においても，
そこで争点となるのは「自律」であろう。「阻害され
ていなければ有するべき意思モデル」（中村，2007，
p.40）の立場をとる中村は，その後その正当化モデル
を「自律の実現・補完」へと変更した。この呼び方の
変化の背景には，ケアの倫理による問題提起の影響が
あったことに注目したい。中村は，ケアとパターナリ
ズムの関係について次のように述べる。

自律の実現・補完という観点を加えた自律の尊重の考
え方，そしてそれを基準としたよきパターナリズムと
あしきパターナリズムとの線引きと基本的に同じ考え
方が，よきケアとあしきケアの線引きに，つまりはケ
アする者の価値観・合理的判断などをケアされる者へ
と強いる「押し付けのケア」や逆にケアする者がケア
される者の一時的・衝動的な欲求に唯々諾々と従うよ
うな「あまやかしのケア」を「あしきケア」と判断す
る上でも，有効であろうと思われる。ケアの倫理は，
ケアされる者が今そこで表示した意思の全てに応ずる
というよりも，その者が真に求めているものへと応答
しようとすることによって個人を尊重することを目指
していると考えられる。
（中村，2007，p.288）

　中村がここで強調しているのは，自律の実現・補完
を目指すうえで，ケアの倫理による具体的な文脈の中
で個人を見るというまなざしが重要である，というこ
とであろう。中村が正当化の根拠としてあげる自律の
実現・補完は，「自分の中の自分らしくない部分を自
分らしい自分がコントロールすることを支援・援助す
る」（中村，2007，p.265）ことである。そして，その
人のその人らしさは個人によって異なるため，抽象的
な人間像では捉えることができない。
　しかしながら，中村の「自律の実現・補完」モデル
は，教育の文脈で考えた際に不十分な点があるとして
帖佐によって次のように批判されている。帖佐によれ
ば，中村のモデルで想定されている自律は，阻害され
ていなければ有したであろう自律を想定しているた
め，個々人の個別具体性を考慮している。そのため，
その個別具体性を将来獲得していくであろう未成熟な
いし発達可能性を有する子どもの場合には，そのよう
な人間像に立脚するのは不適切であり，将来的自己の
ような普遍的・抽象的な人間像を想定する方が妥当で
あると（帖佐，2012，p.107）。

　この中村と帖佐の論の違いは，自律の尊重がなされ
ているか否かの基準をどのように捉えるかの違いにあ
ると思われる。帖佐は，教育という営みが複雑かつ多
様である以上全ての状況に妥当する介入の正当化モデ
ルを構築することは困難であると言及しながらも，「正
当化の『原理』レベルにおいて『どの正当化モデルを
主軸に据え，どのモデルを補完的に定置するか』とい
う大まかな枠組みを提示することは十分に可能であ
る」（帖佐，2012，p.90）との立場をとる。そのため，
同じ「自律の尊重」を基準にしているもの，目の前の
相手への介入を考えるのか，教育という制度において
介入がどのように正当化し得るのかという論点の違い
があり，同じ「自律の尊重」を基準にしているものの，

「自律の尊重」が意味しているものが異なっているよ
うに思われる。
　帖佐は「将来的自己への侵害」モデルが個別具体
的な各々の介入の当不当を判断し得るものではなく，
様々な正当化モデルの大まかな枠組みであることを強
調し，その点をチャイルド・パターナリズム論の限界
として位置付けた。言い換えれば，中村が個別具体的
なレベルに対応しようとする正当化モデルを「自律の
実現・補完」モデルに求めたのに対し，帖佐はそのよ
うな個別具体的なレベルでの正当化モデルはパターナ
リズム論の限界にあたるとし，その限界をカバーし得
るほかの理論への接続の可能性を示唆した。
　本稿では，この限界をカバーし得る理論として，ケ
ア倫理学を手掛かりとした「自律の実現・補完」モデ
ルを改めて提案したい。帖佐が限界と位置付けた中村
のモデルを再評価しつつ，帖佐のモデルと中村のモデ
ルの関係についてその接続を試みる。そこで次節では，
スロートによる正義批判を通してケア倫理学が許容す
る自律の在り方について論じる。

４．スロートによる自律の捉え直し－
正義論への批判

　まず，一般的にケアの倫理が批判する正義論を整理
する。というのもケアの倫理が台頭してきた背景には，
主に自由主義を基盤とする正義論への批判があったか
らである。有賀（2011）は，盛山（2006）や川本（2004）
に依拠しながら現在の正義論の理解を次のように整理
する。すなわち，現在の正義論の発端となったロール
ズの『正義論』が，「最も恵まれない者に最大の利益を」
という平等主義的な「格差原理」に重きを置いたため，
分配的正義が正義論の一般的テーマとして主流になっ
た。
　分配的正義が正義論の主流になっているものの，
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ロールズが「正（right）の善（good）に対する優位」
を強調し目指したものは，個々人にとっての善という
価値を超えた正があり，その正の概念化であった。「正
義」という言葉で探求されているものは，人間の共同
生活において「社会が従うべき基底的規範的原理」で
あり，制度や法，道徳や倫理といった諸々の規範的な
ものを全体として統括するような規範である。
　そして，この全体を統合しうる概念として「権
利」を置き，その権利の内実を議論してきた（有賀，
2011，p.6）。個人はこの権利を侵害されない範囲で善
き生を追求できるべきであり，パターナリズムのよう
な自由の侵害は批判の対象となる。この権利の根底に
は自律や自己決定が置かれることが多いが，いずれに
せよそこで前提となる自律や自己決定の捉え方には
様々な批判が投げかけられることになった。
　ケアの倫理が大きく注目されるようになったきっか
けは，ギリガンの『もう一つの声』による告発であ
る。ギリガンは，コールバーグの道徳性の発達理論
は，他者から分離し思考できることに高い価値を置い
ており，他者との関係の中で判断しようとする思考枠
組みは低い価値のものとして評価されてしまうことを
明らかにした。ギリガンの指摘は，コールバーグの道
徳性発達理論への批判にとどまらず，社会的な慣例や
制度といった公的もしくは社会的な領域においても波
及し，分離や個別化を中心とする正義と，思いやりや
関係性の維持を中心とするケアの倫理との間の論争を
引き起こした。
　有賀が論じていたように，正義論は全体を統合しう
る概念として「権利」に注目し，その権利の根底には
自由や自律，自己決定への高い信頼がある。そのため，
そのような自律を保証する正義論では，パターナリズ
ムだけでなくケア関係で生じるであろう問題も是正の
対象となる。
　ケアの倫理は目の前の相手のニーズや脆弱性に応え
ようとするため，ケアする者とケアされる者の関係性
を重視してきた。しかし，関係性への依存度が高いゆ
えに，その関係によっては様々な問題が引き起こされ
ると指摘されてきた。ケアされる者によるケアする者
への搾取という支配関係や，ケアする者によるケアさ
れる者への抑圧など，ケアが生起する関係は様々な非
対称性を抱えているため，権力関係に陥りやすい。
　ケアの倫理に立脚することで起こりうるこれらの問
題に対し，正義論は次のように対処するだろう。すな
わち，正義の倫理は，自律を促し他者に依存しないこ
とを推奨することでこのような問題の解決に取組もう
とする（安井，2021，p.47）。
　この自律を促し依存関係を解消しようとする考え

は，正義論がその議論の出発点に依存する他者を前提
に想定していなかったことに起因する。そのため，他
者に頼らざるを得ないという依存関係を，自律を阻害
する問題ある関係と認識し，その関係の是正に議論の
焦点を当てた。また，パターナリズムのような介入も，
介入される個人の自律を阻害するものとして捉え，批
判の対象とする。しかしながら，私たちの生活の中で
は介入せざるを得ない状況や，介入したところで道徳
的に間違っていると判断されないであろう状況が存在
する。
　このような状況で起こる介入をケアの立場でどの
ように捉えるかについて取り組んでいる論者として，
M. スロートが挙げられる。スロートは「自律の尊重」
という軸でパターナリズムとして批判されるような介
入への分析を試みる。パターナリズムが一般的に受け
入れられない理由として，スロートは個人の自律への
尊重の態度が欠けるからだと指摘する。そしてこの自
律への尊重は，ケアの倫理と正義とでとらえ方が異な
るという。自由主義に基づく正義論では，「個人の自
律を尊重することは，〔「他者に干渉されない」という〕
不干渉の原則を背景にして理解される個人の広範な
権利を認めることを意味しているという（Slote, 2007, 
p.67＝ p.102）。一方ケアの倫理は，そのような形での
自律の尊重を批判し，異なった形でのアプローチをす
る。ケアの倫理に基づく自律の尊重は，自分自身で意
思決定を行い，それに基づいて行動するという能力の
行使を容認することを意味していた。すなわち，自律
の尊重において肝要なのは，自律に基づいた行使と，
その行使を巡る応答である。
　なぜこの行使を認め，その行使を巡る応答が自律を
捉えるうえで重要になるのか。そこには自律を関係的
に捉えようとするケア倫理学の視点がある。スロート
は，A. ベアを引用しながら自己が二人称から始まる
ことの重要性を指摘する。「『私たちが原初的に二人称
である』という事実はどれだけ控えめに見積もっても，
自律は因果的に見れば関係的である」ということを示
しており，自律が育まれる過程で私たちは関係性の中
に存在することを強調する（Slote, 2007, p.61＝ p.97）。
さらにスロートは，自律が何を含意するかを示すうえ
で，その対極に抑圧や支配といった関係での自己喪失
をあげ，自律が行使できる状態を描く。自律が行使で
きる状態とは，自分自身の欲求や向上心に不安を抱く
ことなく自分自身がそれらを承認できる状態である。
自律を，その行使にまで拡大し考えるのであれば，自
他からの承認や，それらを実現するうえでの制度，社
会との協力は不可避であろう。
　関係を人間の本質的なものと捉えるケアの倫理にお



─ 402 ─

坂本　達也

いては，私たちの振る舞いによってその関係性がどの
ように変化し，そこでどのような関係が結ばれるかが
重要である。そのため，ケア倫理学は，「自律の尊重」
とはなにかを問われた際，その実現・行使にまで目を
向けその実現・行使の結果どのような関係が結ばれる
かまでその射程を広げる。そして，自分自身で考え意
思決定をすることをあらわす「自律」そのものも，そ
の思考のプロセスや決定に関わる自己が形成される
様々な関係があることを踏まえると，その捉え方の拡
張の可能性が開かれるだろう。
　本節では，「自律の尊重」を巡りケア倫理学がどの
ようなアプローチを試みていたかを論じた。最後に，
これまでの論述から「自律」を争点としたパターナリ
ズムの正当化を巡る議論を捉え直すことによって，ケ
アの倫理とパターナリズムの関係について考察する。

５．結語的考察

　本稿の内容をまとめ，当初の課題であった「ケアの
倫理とパターナリズムの関係」について考察を行いた
い。本稿ではまず，パターナリズムという言葉がどの
ような意味で理解されてきたのかを整理した。パター
ナリズムは介入のタイプを特徴づける総称の一つであ
り，パターナリズムを巡る議論の論点は，その定義を
巡る議論からどのような理由であれば介入が認められ
るかという正当化の基準を巡る議論へと移っていっ
た。そして，正当化の基準を巡る議論では「自律の尊
重」が一つの軸となっていた。
　しかし，第三節で指摘した通り，「自律の尊重」を
巡るパターナリズム研究の中でもその論者が用いる意
味が異なっていることが読み取れる。帖佐は，自身が
提案した「将来的自己の侵害」モデルに対して，中村
の「自律の実現・補完」モデルとの類似性を指摘しつつ，
中村が想定する「阻害されていなければ有したであろ
う自律」は，個々人の個別具体的な生き方から判断さ
れるため，未成熟である子どもの場合には適さないと
批判する。「将来獲得するであろう自律」を，「将来自
律的な個人として社会で生きていく上で，最低限必要
となる（であろう）内容」という，介入の上限を決め
るブレーキのような役割でとらえる。そのため，中村
とは対照的に，自律を軸にしつつもそれがいかに妨げ
られないかに焦点が当てられていた。
　そして，続く第四節では，「自律」を軸にしつつも
対照的なアプローチを見せる帖佐と中村の正当化モデ
ルを分析するために，スロートが論じていたケア倫理
学と正義論における「自律の尊重」の違いを検討した。
正義論における「自律の尊重」は，自由や自己決定が

妨げられない状況を作ることに力点が置かれている。
一方，ケア倫理学における「自律の尊重」は，その行使，
実現に力点が置かれていた。ケア倫理学が捉える「自
律の尊重」は，様々な関係の中で最終的に下した自己
決定に基づく意思が尊重されることが目指される。そ
して，その尊重が意味する行使や実現の要件は，共感
に基づいたケアの倫理が肝要とするケアする者の態度
に基づくものである。この行使は抑圧や支配されるこ
となく，様々な要因から導かれる自身の考えを否定さ
れず，承認されることによって実現されるべきもので
ある。
　この承認や受け入れを「自律の尊重」において肝要
とするケア倫理学の観点からは，中村の正当化モデル
は次のように言い換えることができるだろう。「自律
の実現・補完」を目指すパターナリズムの正当化にお
いて重要なのは，目の前の子どもが何を望んでいるの
かを推測し，それに基づいて介入をすることではない。
肝要なのは目の前の子どもがその欲求や表明を拒否さ
れ抑圧されることなく，承認されその意思が受け入れ
られることであろう。その後の介入が子どもの欲求や
表明と異なっていたとしても，その意思表明が承認さ
れることが「自律の尊重」において重要であると言え
よう。その一方で，帖佐が提示した「将来的自己への
侵害」モデルもまた重要な役割を持っていると思われ
る。
　本稿では，帖佐が限界と位置付けた中村の正当化モ
デルを，ケア倫理学の観点から何が自律の尊重を意味
するかという枠組みをずらすことにより，その限界を
回避するものとして提示を試みた。しかし，ケア倫理
学が捉える「自律の尊重」もまた，それのみを判断の
基準としてしまった場合，社会や集団の中で子どもた
ちが生活することを考えると問題であろう。中村のモ
デルは正当化される際の態度を示しており，帖佐のモ
デルは大まかな枠組みを提示している。パターナリス
ティックな介入をせざるを得ない教育者は，両モデル
が提示した態度と基準のバランスを図りながら子ども
と接していくことが求められるだろう。
　言い換えれば，態度を正当化の基準に置くパターナ
リズム，言い換えればその承認という形で「自律の尊
重」を目指すパターナリズムの実現には，ケアの倫理
が提示してきたケアする者の態度が重要であろう。
　「自律の尊重」を巡るパターナリズムとケア倫理学
の違いから，両者の関係は次のような形になると言え
るだろう。ケアの倫理とパターナリズムの関係が対立
関係とみなされるとき，それはパターナリズムが介入
する者と介入される者との間に生じる関係性を埒外に
置き，その関係性から脱却を目指した自律観が存在し
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た。その一方，ケア倫理学による「自律」の捉え直し
によって示された関係性を巡る態度の側面が，パター
ナリズムに含みこまれるとき，パターナリズムとケア
の倫理は対立する関係よりむしろ互いを補完しあう議
論としての可能性が開かれると思われる。

【註】

（1）本稿では「ケアの倫理」および「ケア倫理学」と
いう言葉が出てくるが，それぞれを「倫理」と「倫
理学」の違いを基に次のような意味で用いている。
本稿では「倫理」を人と人との関りにおける規範や
原則を示すものと扱い，「倫理学」はその規範や原
則の妥当性を検討し，そこから様々な概念の問い直
しまでをおこなうものとして扱う。そのため，ケア
の倫理はケアという行為に関わり導かれる規範や原
則を示し，ケア倫理学はその規範や原則の妥当性を
射程に入れながら，様々な概念の検討を行っている。
そのためケア倫理学においてパターナリズムは検討
の対象であり，その扱われ方として避けるべきもの
とみなされてきた。そのため，ケア倫理学とパター
ナリズムの関係はケア倫理学による検討の対象の一
つである。その一方，パターナリズムは介入の総称
であり，介入そのものと示すこともあれば介入の規
範を示すこともある。また，本稿では，ケアの倫理
との関係でパターナリズムを検討していくが，パ
ターナリズム批判は，主として自由主義の観点から
行われている。

（2）本稿では，行為の規範を示すケアの倫理とパター
ナリズムを対立関係として示している。言い換えれ
ば，ケア倫理学においてパターナリズムは検討の対
象である。そして，ケアの倫理も同じく検討の対象
であるため，ケア倫理学という大きな枠組みの中で，
ケアの倫理とパターナリズムは対立する図式として
描かれている。

（3）望ましい関係性を築き維持しようとするケアの倫
理の観点では，パターナリズムは道徳的に禁止され
るべきものとして理解することができる。しかし，
成人したわが子や自分の大切な人がヘルメット未着
用でのオートバイの乗用やシートベルト未着用での
乗用を行おうとする際，説得の余地が無い場合に無
理やり止めようとすることをパターナリスティック
な特徴を持つからといって道徳的に望ましくないと
判断しないだろう（Slote, 2007, pp84-86）。

（4）弱いパターナリズムは，被介入者に十分な判断能
力が無いとみなされた場合に行われる介入及び介入
原理を指す。

（5）有効範囲の問題は以下のようなものが挙げられ
る。例えば被介入者の同意を根拠とする同意モデル
では，現在の同意が得られない介入は認められない
ため，義務教育段階の子どもが正当な理由なく学校
に行かないといういわゆる「怠惰」も介入の射程か
ら外れることになる（帖佐，2012，p.98）。この同
意論の問題とは逆に，帰結主義モデルはどのような
介入もいずれ子どもの利益になる，という理由にど
んな介入でも認められるようになってしまう。
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